
【大学推薦 University Recommendation】

全体
Total

推薦
Recommended

うち 学部生
Undergraduates

うち 大学院生
Graduates

うち 研究生・専攻生
Research Students

   始 From

   至 To

   年数 Year(s)

     始　From

　　 至　To

掲示日： 2025/1/29

奨 学 金 等 名 称
Ｎａｍｅ of Foundation (or Name of Scholarship)

ＳＧＨ財団
SGH FOUNDATION

募 集 人 数
Number of Openings

前年度実績
Previous Year's Record

0

大学院
Ｇｒａｄｕａｔｅ Students

本学
For Chiba Univ.

4

採用数
Admitted 0

1 3 対象外

学部・研究科
Depertment

学部
Ｕｎｄｅｒｇｒａｄｕａｔｅ Students

研究分野
Research Field

不問
Unmentioned

支給金額（月額）
Amount

120,000円（学部・修士）
180,000円（博士）

支給期間
Duration

2025/4

主　　な
応募資格

Some of Eligibility
Requirements

●ＡＳＥＡＮ諸国の国籍を有する私費外国人留学生で、２０２５年４月１日現在において、
下記の要件を備える者
・学部３年次（ただし、医・歯・獣医・薬学部は５年次）に進学する２７歳未満の者
・大学院修士課程（博士前期課程）の１年次に入学する３５歳未満の者
・大学院博士後期課程の２年次（ただし、医・歯・獣医・薬学部は３年次）に進学する３５歳
未満の者
●学業・人物ともに優秀で、かつ健康であり、経済的援助を必要とする者
●他の奨学金を受けていない者
●奨学生の給付期間中において、財団が主催する交流会・採用証書授与式に出席できる
者
   交流会（2025年10月18日～19日開催予定）、採用証書授与式（2025年10月20日開催予
定）
●奨学生終了後も同窓生として交流活動に積極的に協力できる者
※春期（４月）入学のみ対象・秋期（１０月）入学は対象外

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　Japanese skills required

特記事項
Note

別記又は留学生課ホームページに掲載の「奨学金応
募に関する諸注意」を必ず確認して下さい。

2025/3/14
2025/3/12

国籍
Nationality

ＡＳＥＡＮ諸国
（フィリピン、インドネシア、シンガポール、

マレーシア、タイ、ブルネイ、ベトナム、
ミャンマー、ラオス、カンボジア）

２０２４年度後期までに私費外国人留学生を対象とし
た「奨学申請者登録」を行った者が申請できます。

推薦者の応募書類提出期限
Application Document must be submitted by (For Candidate only)

2025/3/31

応募書類受付窓口
Offices to Submit Your Application Documents

西千葉ｷｬﾝﾊﾟｽ ： 学務部留学生課（総合学生支援センター２階）
亥鼻ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD亥鼻キャンパスブランチ（医薬系総合研究棟Ⅱ1階）
松戸ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD松戸キャンパスブランチ（F棟1階・新図書館横）

Nishi-Chiba Campus:International Student Division (Integrated Student Support Center, 2F)
Inohana Campus:ISD Inohana Branch (Medical and Pharmaceutical Science Building II)
Matsudo Campus:ISD Matsudo Branch (Research Building　F, 1F)

2027/3

2

募　集　期　間
Application Period

推薦者の発表日（予定）
Candidate Selection Result will be announced on

2025/1/29

財団による選考（又は面接実施）の通知時期
Selection Result (or Interview) by the Foundation will be announced in 2025/5
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公益財団法人ＳＧＨ財団 

2025 年度 

私費外国人留学生奨学生募集要項 

 
  2025 年度奨学生募集について、日本の大学の学部もしくは大学院修士課程等に在学す

る私費外国人留学生の中から奨学金の受給者（以下「奨学生」という）を下記の要項によ

り募集する。 

 

記 

1.応 募 資 格 

奨学生に応募できる者は、東南アジア諸国（注：1）の国籍を有する私費外国人留学

生（注：2）で、2025 年 4 月 1 日現在において、（注：3）下記の要件をそなえる者

とする。 

（１）学部生は、3 年次及び 6 年制学部コース（医・歯・獣医・薬学部）の 5 年次

に進学する 27 歳未満の者。 

大学院生は、修士課程（博士前期課程）の 1 年次又は一貫制博士課程の 1 年

次に入学する 35 歳未満の者。 

（２）学業・人物ともに優秀でかつ健康であり、経済的援助を必要とする者。 

（３）他の奨学金を受給していない者。 

（４）奨学金の給付期間中において、当財団が主催する交流会・採用証書授与式に

出席できる者。 

交流会：2025 年 10 月 18 日（土）～19 日（日）開催予定 

採用証書授与式：2025 年 10 月 20 日（月）開催予定 

（５）奨学生終了後も同窓生として交流活動に積極的に協力できる者 

 

 

注１：東南アジア諸国とは、東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国をいう。 

            フィリピン・インドネシア･シンガポール･マレーシア・タイ・ブルネイ 

            ベトナム・ミャンマー・ラオス・カンボジア 

注２：「私費外国人留学生」とは、出入国管理及び難民認定法別表第 1 に定める｢留

学｣という在留資格により、日本の大学、大学院において教育を受ける外国人

学生で、日本政府から奨学金を受給していない者をいう。 

注３：春期入学のみ対象・秋期入学は対象外 
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2.奨学生採用予定人員         20 名 

  

3.奨 学 金 

奨学生として採用した者に対して、奨学金 月額 120,000 円を毎月 5 日迄に給付 

する。 

 

4.奨学金の給付期間 

奨学金の給付期間は 2 年間とする。（2025 年 4 月から 2027 年 3 月まで） 

 

5.応募の手続き 

  （１）奨学生に応募する留学生は、学部学生〈別紙様式 1-1、1-2〉又は大学院修士課 

程（博士前期課程）〈別紙様式 2-1、2-2〉の申請書等に下記の書類を添えて、 

大学が指定する日までに在学する大学宛に提出しなければならない。申請には、 

所定の用紙内に収まるように記入すること。なお、すべての申請用紙に自筆で 

日本語で記入すること。 

 

【注意】記入は黒いペンで楷書、アルファベットは活字体を使用 

ア． 指導教員等の推薦理由書〈別紙様式 1-3 又は 2-3〉（当該様式のみ本財団ホーム 

ページ https://www.sgh-foundation.or.jp からダウンロード可） 

イ． 在留カードのコピー（表裏）〈別紙様式 1-5 又は 2-5〉 

  ウ． 学業成績証明書 

  エ． ＧＰＡ証明書（学業成績証明書に記載されている場合は省略可） 

オ． 在学証明書 

 

（２）大学は、前記（１）の申請者の中から適当と認めた者について、学長の推薦書 

〈別紙様式 1-4 又は 2-4〉を添え、本財団ホームページ https://www.sgh-

foundation.or.jp のＳＧＨ奨学生申請フォームより推薦する。 

      

6.応募締切日 

2025 年 4 月 17 日（木） 

 

7.選考及び決定 

本財団は、5 により大学から推薦（学部学生 1 名、大学院修士課程（博士前期課程）

1 名以内）があった者について、本財団に設ける選考委員会に諮り、理事会の決議

を経て決定する。 

その結果については、在学する大学を通じて応募者本人に通知する。 

（2025 年 5 月下旬頃を予定） 
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8.奨学金の休止・停止及び期間の短縮 

   給付対象者の確定後、奨学生に次の各号に定める事項が認められる場合は、奨学 

金の給付を休止、停止及び給付期間の短縮を行うことができる。 

（１）奨学生が休学又は長期にわたって欠席したとき。 

（２）奨学生の学業又は性行等の状況により、奨学生として適性を欠くと認めら 

れるとき。 

 

9.奨学金の復活 

8 により、奨学金の給付が休止若しくは停止され、又は、期間を短縮された奨学 

生について、その事由が解消されたと認められる場合は、奨学金の給付を復活す 

ることができる。この場合、給付期間は通算２年間とする。 

 

10.奨学金の打切り 

奨学生が、次の各号の一つに該当すると認められる場合は、奨学金の給付を打切る 

ことができる。 

（１）申請書の記載事項に虚偽が発見されたとき。 

（２）大学若しくは大学院において懲戒等の処分を受け、成業の見込みがないと 

判断されるとき。 

（３）申請時と異なる大学若しくは大学院に転学又は進学したとき。 

ただし、指導教員の転勤等により奨学生が転学又は進学する場合を除く。 

（４）その他本財団奨学生としての不適格な状態となり、資格を失ったと判断され 

るとき。 

 

11.転 退 学 

奨学生が退学又は他の大学若しくは大学院へ転学した場合は、特別の事情があると 

認められるときを除き、奨学金の給付を辞退したとみなす。 

 

12.返  納 

奨学金の給付後において、8、10、又は 11 の各号の事由が生じていたことが判明 

した場合には、既に給付した奨学金の全部又は一部は返納させることができる。 

 

13.報告書の提出 

本財団が、奨学生に学業・研究等について照会を求めた場合は、これについて報告 

書を提出しなければならない。 

 

14.届出の義務 

奨学生は、次の各号の一つに該当する事情が生じた場合は、本財団に届出なければ 

ならない。ただし、本人が疾病等のために不可能なときは、所属大学又は家族から
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届け出なければならない。 

（１）傷病、その他の事故により、１カ月以上欠席するとき。 

（２）休学、復学、転科、転学部及び退学したとき。 

（３）他の奨学機関から給付を受けるとき。 

（４）本人、家族の身上、住所等、重要な事項に異動があったとき。 

（５）その他本財団が上記各号等について確認を求めたとき。 

 

15.注意事項 

         他の奨学財団等から奨学金を受給している学生については、給付対象者としない。 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 

〒 600-8009 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 79 番地 

ヤサカ四条烏丸ビル 9 階 

公益財団法人ＳＧＨ財団  事務局 

MAIL  info_ss@sgh-foundation.or.jp 

URL   https://www.sgh-foundation.or.jp 

TEL   075-255-9310 

FAX   075-255-9311 

 

 

 

 

      
個人情報の保護について： 

申請書に記載された内容・提出書類は個人情報として保護されます。 

ただし、次のとおり特定の関係者に対してのみ個人情報が提供されます。 

① 書類審査･選考のため選考委員への情報提供。 

② 複数の奨学金合格者確認のため、大学担当者及び奨学団体に「被推薦者・合格者一覧」を提供。 
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公益財団法人ＳＧＨ財団 

2025 年度 

私費外国人留学生特定奨学生募集要項 

 
  2025 年度特定奨学生募集について、博士学位取得を目指す日本の大学の大学院博士課

程に在学する私費外国人留学生の中から奨学金の受給者（以下「特定奨学生」という）を

下記の要項により募集する。 

 

記 

1.応 募 資 格 

特定奨学生に応募できる者は、東南アジア諸国（注：1）の国籍を有する私費外国人

留学生（注：2）で、2025 年 4 月 1 日現在において、（注：3）下記の要件をそなえ

る者とする。 

（１）博士後期課程 2 年次、4 年制博士課程（医・歯・獣医・薬学部）3 年次又は一

貫制博士課程 4 年次に進学する 35 歳未満の者。 

（２）学業・人物ともに優秀でかつ健康であり、経済的援助を必要とする者。 

（３）他の奨学金を受給していない者。 

（４）奨学金の給付期間中において、当財団が主催する交流会・採用証書授与式に

出席できる者。 

交流会：2025 年 10 月 18 日（土）～19 日（日）開催予定 

採用証書授与式：2025 年 10 月 20 日（月）開催予定 

（５）特定奨学生終了後も同窓生として交流活動に積極的に協力できる者 

 

 

注１：東南アジア諸国とは、東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国をいう。 

            フィリピン・インドネシア･シンガポール･マレーシア・タイ・ブルネイ 

            ベトナム・ミャンマー・ラオス・カンボジア 

注２：「私費外国人留学生」とは、出入国管理及び難民認定法別表第 1 に定める｢留

学｣という在留資格により、日本の大学、大学院において教育を受ける外国人

学生で、日本政府から奨学金を受給していない者をいう。 

注３：春期入学のみ対象・秋期入学は対象外 
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2.特定奨学生採用予定人員         5 名程度 

  

3.奨 学 金 

特定奨学生として採用した者に対して、奨学金 月額 180,000 円を毎月 5 日迄に 

給付する。 

 

4.奨学金の給付期間 

奨学金の給付期間は 2 年間とする。（2025 年 4 月から 2027 年 3 月まで） 

 

5.応募の手続き 

  （１）特定奨学生に応募する留学生は、大学院博士後期課程〈別紙様式 3-1、3-2〉（様式 

3-2-3、3-2-4 のみ本財団ホームページ https://www.sgh-foundation.or.jp からダウ 

ンロード可）の申請書等に下記の書類を添えて、大学が指定する日までに在学す 

る大学宛に提出しなければならない。申請には、所定の用紙内に収まるように記 

入すること。なお、すべての申請用紙に自筆で日本語で記入すること。（ダウンロ 

ード可の様式を除く） 

 

【注意】記入は黒いペンで楷書、アルファベットは活字体を使用 

ア． 指導教員等の推薦理由書〈別紙様式 3-3〉 

（本財団ホームページ https://www.sgh-foundation.or.jp からダウンロード可） 

イ． 在留カードのコピー（表裏）〈別紙様式 3-5〉 

  ウ． 学業成績証明書（修士修了時の成績証明書を提出） 

  エ． ＧＰＡ証明書（学業成績証明書に記載されている場合は省略可） 

オ． 在学証明書 

 

（２）大学は、前記（１）の申請者の中から適当と認めた者について、学長の推薦書 

〈別紙様式 3-4〉を添え、本財団ホームページ https://www.sgh-foundation.or.jp 

のＳＧＨ特定奨学生申請フォームより推薦する。 

      

6.応募締切日 

2025 年 4 月 17 日（木） 

 

7.選考及び決定 

本財団は、5 により大学から推薦（大学院博士後期課程 2 名以内）があった者につ

いて、本財団に設ける選考委員会に諮り、理事会の決議を経て決定する。 

その結果については、在学する大学を通じて応募者本人に通知する。なお、選考過

程によっては、面接（Web 含む）を実施する場合がある。  

 （2025 年 5 月下旬頃を予定） 
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8.奨学金の休止・停止及び期間の短縮 

   給付対象者の確定後、特定奨学生に次の各号に定める事項が認められる場合は、 

奨学金の給付を休止、停止及び給付期間の短縮を行うことができる。 

（１）特定奨学生が休学又は長期にわたって欠席したとき。 

（２）特定奨学生の学業又は性行等の状況により、特定奨学生として適性を欠くと 

認められるとき。 

 

9.奨学金の復活 

8 により、奨学金の給付が休止若しくは停止され、又は、期間を短縮された奨学 

生について、その事由が解消されたと認められる場合は、奨学金の給付を復活す 

ることができる。この場合、給付期間は通算２年間とする。 

 

10.奨学金の打切り 

特定奨学生が、次の各号の一つに該当すると認められる場合は、奨学金の給付を打 

切ることができる。 

（１）申請書の記載事項に虚偽が発見されたとき。 

（２）大学若しくは大学院において懲戒等の処分を受け、成業の見込みがないと 

判断されるとき。 

（３）申請時と異なる大学若しくは大学院に転学又は進学したとき。 

   ただし、指導教員の転勤等により特定奨学生が転学又は進学する場合を除く。 

（４）その他本財団特定奨学生としての不適格な状態となり、資格を失ったと判断 

されるとき。 

 

11.転 退 学 

特定奨学生が退学又は他の大学若しくは大学院へ転学した場合は、特別の事情があ 

ると認められるときを除き、奨学金の給付を辞退したとみなす。 

 

12.返  納 

奨学金の給付後において、8、10、又は 11 の各号の事由が生じていたことが判明 

した場合には、既に給付した奨学金の全部又は一部は返納させることができる。 

 

13.報告書の提出 

本財団が、特定奨学生に学業・研究等について照会を求めた場合は、これについて 

報告書を提出しなければならない。また、学位を取得した時点で、学位授与証明書

（コピーも可）を提出すること。 

 

14.届出の義務 

特定奨学生は、次の各号の一つに該当する事情が生じた場合は、本財団に届出なけ
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ればならない。ただし、本人が疾病等のために不可能なときは、所属大学又は家族

から届け出なければならない。 

（１）傷病、その他の事故により、１カ月以上欠席するとき。 

（２）休学、復学、転科、転学部及び退学したとき。 

（３）他の奨学機関から給付を受けるとき。 

（４）本人、保証人及び家族の身上、住所等、重要な事項に異動があったとき。 

（５）その他本財団が上記各号等について確認を求めたとき。 

 

15.注意事項 

         他の奨学財団等から奨学金を受給している学生については、給付対象者としない。 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 

〒 600-8009 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 79 番地 

ヤサカ四条烏丸ビル 9 階 

公益財団法人ＳＧＨ財団  事務局 

MAIL  info_ss@sgh-foundation.or.jp 

URL   https://www.sgh-foundation.or.jp 

TEL   075-255-9310 

FAX   075-255-9311 

 

 

 

 

      
個人情報の保護について： 

申請書に記載された内容・提出書類は個人情報として保護されます。 

ただし、次のとおり特定の関係者に対してのみ個人情報が提供されます。 

① 書類審査･選考のため選考委員への情報提供。 

② 複数の奨学金合格者確認のため、大学担当者及び奨学団体に「被推薦者・合格者一覧」を提供。 
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